
抜本的な改革に取り組まず、現行の経営体制・手法を継続する理由及び現在の経営状況・経営戦略等におけ
る中長期的な将来見通しを踏まえた、今後の経営改革の方向性

　水道事業の経営については、経常収支比率が例年とも100％を上回っており、今後の推計も100％を上回る数値であ
ることから、当面は良好な経営状況を維持できる見通しである。
　給水人口の減少、施設及び管路の老朽化による更新費用の増大が課題であるが、更新費用の平準化を図りなが
ら、健全な経営を維持する。
　また、知見やノウハウ不足により抜本的な改革の検討に至らないため。

○

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 現行の経営

体制を継続指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

団体名 業種名 事業名 施設名

筑西市 水道事業 ― ー

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和2年3月31日時点）

実施状況

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性



（取組の概要及び効果） （（実施済のみ）性能発注内容） （実施（予定）時期）

（取組の概要） （検討状況・課題）

年 月 日

検討中 ○

終末処理場や中継ポンプ場等
の下水道処理場施設の維持管
理については、今後段階的に民
間への委託範囲を拡大し包括
的民間委託の導入を検討する。

・市(委託者)と民間業者(受託者)の責任分担に曖昧な点があ
り、整理が必要。
・高い技術能力を持った民間業者の選定。
・専門的知識がある職員がいないため処理場の業務委託だ
けではなく、老朽化している管路施設の民間委託を検討。

取組事項 民間活用（包括的民間委託）

実施済

実施予定

○

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 現行の経営

体制を継続指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

団体名 業種名 事業名 施設名

筑西市 下水道事業 公共下水道 ー

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和2年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況



（取組の概要及び効果） （（実施済のみ）性能発注内容） （実施（予定）時期）

（取組の概要） （検討状況・課題）

年 月 日

検討中 ○

中継ポンプ場等の下水道施設
の維持管理については、今後段
階的に民間への委託範囲を拡
大し包括的民間委託の導入を
検討する。

・市(委託者)と民間業者(受託者)の責任分担に曖昧な点があ
り、整理が必要。
・高い技術能力を持った民間業者の選定。
・専門的知識がある職員がいないため処理場の業務委託だ
けではなく、老朽化している管路施設の民間委託を検討。

取組事項 民間活用（包括的民間委託）

実施済

実施予定

○

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 現行の経営

体制を継続指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

団体名 業種名 事業名 施設名

筑西市 下水道事業 特定環境保全公共下水道 ー

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和2年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況



（取組の概要及び効果） （（実施済のみ）性能発注内容） （実施（予定）時期）

（取組の概要） （検討状況・課題）

年 月 日

検討中 ○

・性能発揮できる業務の選別
と、一部業務の責任分担の区
分けや権限について検討してい
る。

・包括的民間委託を行うにあたって、市（委託者）と民間業者
（委託者）の責任分担に曖昧な点がある。
・必要な知見や職員の技術能力が民間業者に追いついてお
らず、適切な業務遂行がされているか判断することが難し
い。

取組事項 民間活用（包括的民間委託）

実施済

実施予定

○

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 現行の経営

体制を継続指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

団体名 業種名 事業名 施設名

筑西市 下水道事業 農業集落排水施設 ー

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和2年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和2年3月31日時点）

実施状況



（取組の概要及び効果） （方式） （実施（予定）時期）

（取組の概要） （検討状況・課題）

月 日

検討中

年

○ 28 4 1

平成実施済 ○ プロポーザル方式により選定さ
れた指定管理者の専門性、蓄
積されたノウハウを活用し、デイ
サービスセンターの管理および
運営を行った。多様なサービス
やプログラム等の導入により参
加者が増えたことで、収益の増
加につながった。

代行制 利用料金制

実施予定

取組事項 民間活用（指定管理者制度）

○

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 現行の経営

体制を継続指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

団体名 業種名 事業名 施設名

筑西市 介護サービス事業 老人デイサービスセンター ー

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和2年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況



抜本的な改革に取り組まず、現行の経営体制・手法を継続する理由及び現在の経営状況・経営戦略等におけ
る中長期的な将来見通しを踏まえた、今後の経営改革の方向性

令和2年度中に換地処分を行う予定であり、換地処分後は清算処理のみであるため、現行の経営体制・手法を継続し
ている。

○

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 現行の経営

体制を継続指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

団体名 業種名 事業名 施設名

筑西市 宅地造成事業 その他造成 ー

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和2年3月31日時点）

実施状況

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性



（取組の概要及び効果） （実施（予定）時期）

（取組の概要） （検討状況・課題）

（取組の概要及び効果） （公務員型と非公務員型の別） （実施（予定）時期）

（取組の概要） （検討状況・課題）

年 月 日

検討中

平成

○

30 10 1

取組事項 民間活用（地方独立行政法人への移行）

実施済 ○

筑西・桜川地域において、公立
２病院である筑西市民病院と県
西総合病院の再編統合を行
い、新たに地方独立行政法人
茨城県西部医療機構が運営す
る茨城県西部メディカルセン
ターを設立した。高度医療機関
及び周辺の救急医療機関と連
携し、筑西・桜川地域における
医療環境の特徴を生かした機
能分担を行い、急性期を中心と
した医療を提供している。

公務員型 非公務員型

実施予定

検討中

10 1

実施予定 年 月 日

取組事項 （水道・簡易水道・下水道事業以外）広域化等

実施済 ○

筑西・桜川地域において、公立
２病院である筑西市民病院と県
西総合病院の再編統合を行
い、新たに地方独立行政法人
茨城県西部医療機構が運営す
る茨城県西部メディカルセン
ターを設立した。高度医療機関
及び周辺の救急医療機関と連
携し、筑西・桜川地域における
医療環境の特徴を生かした機
能分担を行い、急性期を中心と
した医療を提供している。

平成

30

○○

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 現行の経営

体制を継続指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

団体名 業種名 事業名 施設名

筑西市 病院事業 ― ー

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和2年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況


